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障害者制度改革の重要方針について (第 二次意見素案 )

は じめに

(第一次意見後の流れ )

本年 1月 か ら始まつた「障がい者制度改革推進会議」(以 下‐、「推進会

議」 とす る)は、 12月 6日 現在で 27回 目を数えて いる :

「第 T次意見 」 (障害者制度改革 の推進のための基本 的方 向)は、第

14回 推進会議 (6月 7日 )で ま とめ られ t閣 議決定 (6月 29日 )さ れて

以降、推進会議 においては、次の取組が行われている。

「第一次意見」において横断的課題の第■に位置付 けられてし`る障害

者基本法の抜本改正は、本年末 を目途に作成予定の 「第二次意見」の内

容 を踏まえて、平成 23年 の常会 に法案 を提 出する ことになつている。

「第一次意見 」後の推進会議 においては、「第二次意 見」の策定に向

けて、追加 的な個別分野 の事項 と して「住宅」「文化 ,ス ポー ツ」「ユニ

バ∵サルデザ イ ン」「障害の予防」につ いて、省庁 ヒア リングを実施 し

て議論 を行 つて きた。

また、基本法改正の議論 においては、総則・各則・推進体制 ごとに、

事務局が提 出 した条文の規定ぶ リイメー ジをもとに議論 を行 つて きた。

横 断的課題 の 第二 に位置 づ け られて いる差別禁止 法 の制定 につ いて

は、11月 に 1回 目の「差別禁上部会」が開催 され、今後 は検討項 目を整

理 して、平成 25年 の常会 に法案が提出できるよ う本格的な取組 を行う

ことにな っている。 i

第二の横 断的課題である障害者総合福祉法 (仮 称 )に ついて検討 を行

う「総合福祉部会」は、現在、法の重要 なテーマ (項 目及び論点)ご と

に九つの作業チーム を設置 して、10月 か ら検討作業 を行 つている。その

中では、「第一次意見」で個別分野 の課題 と して位置付 け られ、検討項

目及び論点が総合福祉法の範囲 を超 えている「就労」「医療」「障害児支

援」は、推進会議 の委員 との合同作業チーム を設 けて障害者基本法改正

に盛 り込む事項の取 りま とめも含めて検討 を行 つて いる。

「総合福祉部会」では、平成 23年 8月 には部会 と しての意見 を取 り

ま とめ、平成 24年 の常会 に法案提出を行い、平成 25年 8月 の施行 を目

指 している。       、

「第一次意見」 をもとに、各地で 「地域 フォー ラム」が 14ヶ 所 (11月

末現在 )で 開催 され、毎回 100人 ～500人 の参加者 が集ま り、障が い者

制度改革推進会議 の意義 と一連の取組 について、各地で大 きな注 目と期
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待が もたれている。

今後、「地域 フォーラム」 は、平成 23年 2月 までに合計 19か 所で開

催す る予定にな っている。    ・

(障害者基本法制定の経緯)        :
国内の障害者 関係の各個別法及び施策の基本的な理念、方針及び推進

体制 を包括的に定める障害者基本法 は、国内外の情況の変化 によつて大

きな転換期 を迎 えている。

戦後 の障害者施策は、1950年 代 ～60年 代にか けて、身体障害者福祉

法や精神薄弱者 (当 時の表記 )福祉法、精神衛生法 にみ られ る「特_月」法」、

又は社会福祉事業法や児童福祉法 を始め、医療・教育 口職 業副1練及び雇

用促進・年金 口住 宅・交通な どに関連す る個別法の中で分散 して限定的

に取 り上 げ られ、その基本的考 え方 は、障害者 を「対策」の対象 とする

ことに とどま つて いた。

この よ うな現状に対 して、関係者か ら障害者対策に総合性 と一貫性が

欠 けてお り、行政機関相互の連絡調整の必要性が指摘 された。また高度

経済成長か ら取 り残 されてい く障害者への無関心な社会の実態が、障害

者 団体 や関係者か ら強 く指摘 され、根本的な対策 を求める声が高 まって

いた。     
｀

こう した背景 の もとで、
°
「心身障害者対策基本法」(昭 和 45(1970)年 )

が制定 されたが、法律名称に表れているよ うに、障害者 を「対策」の対

象 とす ることに変化はなか った。

「心身障害者対策基本法」を引き継 ぎ、大幅 に改正 した障害者基本法

(平 成 5(1993)年制定 )は 、当初、主 に二つの側面 を有 していた。

一つは、それ までの障害者の 自力更生 と社会復帰、優生思想 を背景 と

した障害の予防 と早期発見、障害の克服等 を基調 と した「心身障害者対

策基本法」をノーマライゼー シ ヨン理念 に基づいて改編 してい くという

点である。も う一つは、1980年 代の「国連 コ障害者の十年」 とノーマラ

イゼニ シ ョン理念 の提唱による国内の「障害者対策に関す る長期行動計

画」 (昭和 58(1983)年 ～平成 4(1992)年 )の 策定 と実施 による経過

と実績 を踏まえて、当時の障害者施策の到達点を基本法によって事後的

に確認す るとい う意味が あった。

その後、10年 を経て平成 16(2004)年 に改正 された障害者基本法は、

1990年 代のアメ リカ、イギ リスな どにおける障害者差別禁止法の実現や

障害者への差別 を禁止す る法制化 を求め る国連・社会権規約委員会 によ

る日本政府への勧告 (平 成 12(2000)年 )等 の国際的動 向 と国内の地域

社会 における障害者の生活保障 を求める多様 な取組 に影響 を受 け、次の
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新設条文が追加 された。
口 「基本的理念」(第 3条 3項 )に差別禁止事 由、「国及び地方公共

団体の責務」(第 4条 )に 「差別の防止」が規定 され た。

口 「施策の基本方針」(第 8条 2項 )に 、「可能 な限 り、地域 におい

て 自立 した 日常生活 を営む ことがで きるよ う配慮 され な ければな

らない。」 とい う規定が盛 り込まれた。

これ までの障害者基本法 にかかわ る主な経過 を振 り返つてみ ると、内

外の動 向に少なか らず影響 を受 けてきだ ことが明 らかにな つている。

現在、障害者権利条約 (以 下、「条約」 とす る)の 国連採択 (平 成 18

(2006)年 )を 契機にt条約の批准に向けて、条約が要請す る障害者の

権 利 を実現 す る枠組み と水準 に見合 う国内の障害者制度改革 をどのよ

うに行 うか とい う点において、障害者基本法は、関係個別法の上位法と

して障害者制度改革の要の役割 を果たす ことが要請 されている。

今般の障害者基本法の改正は、条約の批准 を実現す るために必要な国

内の制度改革全体の理念 と施策の基本方針の要 に位置 し、今後の障害者

施策の方向に大 きな影響 を与えるもの として、極めて重要かつ大 きな意

義が あるとい うことができる。

I.障害者基本法の改正について

1.障 害者基本法改正の趣 旨・ 目的      _
障害者 は、古今東西 いか なる社会であれ 、普遍 的に存在 してい、る。

社会 には、子 ども、青年、壮年、高齢者が存在す るよ うに、障害者 も社

会 の必然的な構成要素 と して存在す る。

しか し、障害者が社会 の対等なT員 と して地域社会 で暮 らす には、

ぃまだに大 きな社会的障壁が待 ち構 えている。た とえば、交通機関、建

築物等 における物理的な障壁、資格制限等における制度的な障壁、点字

や手話サー ビスの欠如における文化・情報面の障壁、障害者 を庇護 され

るべ き存在 と して とらえる等の意識上の障壁な どである。

我が国の障害者施策 は、特 に戦後か ら本格的な対策が講 じられ るよ

うにな り、 その結果、大 きな発展 を遂 げてきた ともいえる。 ところが、

これまでの障害者施策 は、障害者 をいわゆる健常者 と対比 して、心身の

機能 に障害 をかか え、能力的に劣 つているもの と把握 し、障害者が遭遇

す る さま ざまな困難 の原因 を個 人の心身の状態 に求 め る考 え方 を起点

と して、体系化 されて きた ものである。障害者が受 ける制限の原因を障

害 の存在 に求 めて いる基本法 の障害者の定義ひ とつ を とつて もそれは

明 らかな ところである。
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しか し、_人 類社会はしだいに社会との関係において障害を考察する

ようになり、ついには、障害が個人の機能障害と社会参加を妨げる社会

的障壁との相互作用によつて発生するものであるとの認識に達 した。そ

してこうした認識の変化は、障害者を保護の客体として扱つてきたこれ

までの社会の対応に反省を促 して地域社会での生活支援を拡大 し、社会

は障害者を権利の主体者 として扱 うべきであるとする根拠をもたらし

た。

基本法は、先に述べた経緯をたどり、国際社会の影響や国内の状況

を反映 し発展 してきたものであり、障害者の自立及び社会参加の支援等

のための施策に関 し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責

務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のため

の施策の基本となる事項を定めるものとなつている。

しか しながら、いまだ多くの障害者が施設や精神科病院での暮らし

を余儀なくされt地域社会における生活も多くの困難を抱えるだけでな

く差別も後を絶たない現状にあり、国際障害者年以来叫ばれてきたノー

マライゼーシヨンや完全参加と平等は、いまだ遠い夢で しかない。

かような状況において、基本法が単に既存の施策のリス トに終わる

ことなく、真に障害者施策をリー ドしていくためには、いくつかの条件

が必要である。

すなわちそれは、第 1に は、障害に基づく差異を否定的な評価の対

象としてではなく人間の多様性の一つとして尊重 し、相互に分け隔てら

れることな く個性 と人格を認め合 うインクルーシブな社会の構築を基

本法の目的に組み込むことであり、第 2に は、基本法が依つて立つ障害

概念を転換 したうえで、差別禁止も含め、障害者に認められるべき基本

的な人権を確認 し、各種施策が人権確保のために国や地方自治体の責務

を定めるものであるとの位置付けを与えることであり、第 3に は、障害

者に関連する政策決定過程に障害者が参画する重要性に鑑みて、障害者

に関する施策の実施状況を監視する権能を担 う機関を創設することで

ある。

障がい者制度改革推進会議は、かかる観点から、基本法の抜本改正

に向けて精力的な議論を重ね、ここにその成果を第二次意見として示す。
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2.総 則関係

1)目 的

(推 進会議 の認識 )

【基本的人権の享有主体性の確認】   ・

障害者を保護の客体であるとする見方から、すべての基本的人権の

享有主体であるとの見方へ、考え方の根本を転換することが障害者権

利条約の理念であり、今後の障害者施策の基本となるべきである。し

たがって、かかる観点から、障害者権利条約を締結することを目指し

て、障害者基本法の目的の見直 しが行われるべきである。

【格差の除去と平等の権利の保障】

障害者は、障害に基づく日常生活上及び社会生活上の様々な制限や

制約を受けている。また障害者の中でも、制度の対象になる障害とな

らない障害があるなど、制度内にも障害の種別による格差といえるも

のが存在する 。こうした現状を改善 し、すべての障害者に障害のない

者と平等の権利を保障することができるよう、基本法の見直 しが行わ

れるべきである。

【インクル∵シブ社会の構築】
―

すべての障害者が国民から分け隔てられることなく、社会の一員と

して受け入れ、合理的配慮や必要な支援の充足を通 じて、障害の有無

に関わ らず地域社会で共に生活することが確保されたインクルーシブ

社会を実現することが日本の目指すべき社会であることを明記 し、そ

のための国及び地方公共団体の責務を明らかにするよう、障害者基本

法の見直 しが行われるべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

口 すべての障害者が基本的人権の享有主体であること及び、この権

利1の 実現のためには自立と社会参加に向けた支援が必要であるこ

と。

障害のない者 との格差、及び障害者間の種月1に よる制度間格差 を

くし、すべ ての障害者に障害のない者 と平等の権利 を保障す るこ

L障 害の有無 にかかわ らず、何人 も分 け隔て られ ることのない、イ

ンクルー シブな社会が 日本の 目指すべ き社会であること及び、国は

この社会の形成に向けた政策 を実施す る責務が あること。

(基本法改正 に当た つて政府 に求める意見 )

な

と
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C) (P)

2)定義

(推進会議の認識 )

これまでは、個人の心身の機能の損傷と、様々な社会生活における

不利や困難としての障害を同一視 した り、障害を個人に内在する属性

としてとらえ障害の克服を個人の適応努力に任されたりするなど、障

害の軽減や除去のために医学的な働きかけ (治療、訓練)を 優先する

医学モデルが社会に浸透 していた。
1′ しか し、障害1者 の社会参加の制限や制約の原因が障害者個人にある

のではなく、機能障害 (イ ンペアメン ト)と 社会との関係によって生

じるものであるという「社会モデル」に立つ障害者権利条約を踏まえ

るとき、基本法の改正に当たり、障害の定義に「社会モデル」的観点

を反映させることが、障害者に関連する日本の施策の制度改革と国民

全体の意識変革にとつて極めて重要なことであり、そのことは、他の

法律での定義にも反映されるべきものである。

また:制度の谷間を生まないためには、あらゆる障害が「障害」の

定義に入るよう幅広 く捉えることが必要である。

さらには、現行の基本法上の「継続的に」という文言との関係で、

「周期的」又は「断続的」に発生する日常生活又は社会生活上の制限

を受ける人を排除しないようにすることも重要である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである:

・ 障害の定義は、制度の谷間を生まない包括的なものとし、個人の

心身の機能の損傷と社会との関係において社会的不利益を発生する

という視点を明らかにし、さらに、周期的に変調する状態なども含

みうるものとすること。

(基本法改正に当たって政府に求める意見 )

○ (P)

3)基 本理念

(推進会議の認識 )

|【基本的人権の享有主体】

1 法の目的でも述べたようにtす べて障害者は、基本的人権の享有主

1体 であり、障害者権利条約の理念である、「障害者を保護の客体から権

1利 の主体へ」という考え方の転換を基本理念にも反映すべきである。
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【地域社会における生活の実現】

障害者権利条約は「すべての障害者が他の者と平等の選択の機会を

もづて地域社会で生活する平等の権利を認め」ている。このため、締

約国は、この権利が完全に享受され、地域社会が完全に受け入れるた

めに必要な措置等を講ずることが求められている。

具体的には、居住地を選択 し、どこで誰と生活するかを選択する機

会を有することや、特定の居住施設での生活を義務づけられないこと。

また、地域社会における生活や地域社会への受入れを支援することや、

地域社会か らの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サ‐ ビス、

居住サー ビスなどの地域生活支援サービスを障害者が利用できるよう

にすること。一般住民向けの地域生活支援サー ビス及び設備が、障害

者にとって障害のない者と平等に利用可能であり、かつ、障害者の二

―ズに対応 していることである。

日本においては、施設や精神科病院で多数の障害者が暮 らしており、

地域社会で生活 しようとしても受け皿が不足 している現状にあり、ま

た、現に地域社会で暮らしている障害者も、その日常生活や社会生活

に多 くの困難に囲まれている現状がある。

このような現状を変えるために、基本法において、地域社会で生活

する権利を確認 し、その実現に向けた施策の具体化のための措置を取

るべき旨を規定すべきである。

【支援付の自己決定の保障】

すべての障害者は、障害のない者と平等に自己決定の権利を有するg

しか し、自己決定にあたって、必要な社会的体験の機会がなかつた

り、支援する立場にある者から選択肢が示されないなど、十分な情報

を含む判断材料が提供されないことや、独力で決定することだけが自

己決定とされ、支援の必要性が軽視されたり、必要な支援を提供もせ

ずに、本人が決めたことだからとして責任を転嫁されること等もある:

自己決定にあたっては、自己の意思決定過程において十分な情報提

供:を 含む必要とする支援を受け、かつ他からの不当な影響を受けるこ

とな く、自らの意思に基づ く選択に従つて行われるべきである。 .

【言語・ コミュニケーションの保障】

日常生活及び社会生活において、多くの障害者が必要な言語又はコ

ミュニケーション手段を使用することに多くの困難を抱えているが、

その問題の深刻さが省み られることは少なかつたもそれ故に、改めて、

コミュニケーションに困難を抱える障害者が障害のない者 と等 しく人

権が保障されるよう、手話等が言語であることを確認するとともに、

必要な言語又はコミュニケーション手段の使用が保障されるべきであ
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る。

コミ三二ヶ―ションを保障するための必要な手段には、手話、点字、

要約筆記、指点字、触手話t文字表示、わか りやすい言葉、拡大文字、

音声、朗読、触覚による意思伝達、その他の補助的代替的手段、それ

ら使用する通訳者や説明者等の人的支援、さらに
｀
は容易に使用でき、る

マルチメディア、 トーキングエイ ド等の機器も含む: :

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

口 現行法の規定に加えて、障害者が基本的人権の享有主体であるこ

とを確認すること。

口 地域社会で生活する権利を確認するとともに、その実現に向けた

施策の具体化のための措置を取ること。

口 障害者が必要とする支援を受けながら、自己決定を行えることが

保障されること。

・ 手話等の言語性を確認するとともに、必要な言語及びコミュニケ

ーション手段の利用が保障されること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

4)差 別 の禁止

(推進会議 の認識 )

【差別の禁止】

障害者に対:す る差別が存在することは、内閣府の調査だけでなく、

地方自治体における差別禁止条例制定のプロセスでも明らかにされて

いるところである。

そもそも、障害の有無にかかわ らず、何人も法の下に平等であるは

ずであり、障害に基づいて政治的、経済的、社会的、文化的、市民的

関係を含むあらゆる分野において差別されることがあつてはならず、

また、あらゆる活動への機会が均等に保障されなければならない。

【法の下の平等と差別の禁止】   ヽ            |
そのためには、まず、基本法においても、法の下の平等の下で差別

|

が禁止 され るべ きものであつて、何 人も障害 に基 づ く差別を受 けない |
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権 利 を有す るこ.と を確認 し、 さらヽに差別の定義な どの基本的事項 を規 |

定することが必要であるg

【差別の定義】

基本法における差別の定義としては、障害者の権利条約の定義を踏

まえ、あらゆる区別、排除又は制限が不利益な結果をもたらす目的を

有する場合はもとより、行為者の主観的意図にかかわらず、不利益な

効果が発生する場合も含むものであること、さらには、相手方に均衡

を失 した又は過度の負担を課すものではないにもかかわらず、特定の

場合において、障害のない人と等 しく機会の均等を確保するための必

要かつ適当な変更及び調整である合理的配慮を提供 しない場合も含む

ものであるべきである。

【差別禁止法制の整備】

また、差別を実効的に禁止するには、障害に基づくあらゆる分野の

差別を禁止 し、権利の侵害から救済を図る機関を規定する法律が別途

制定されなければならないが、この差別禁止法の制定が基本法の抜本

改正ののちに予定されているためtま ずは、基本法において差別禁止

法制の整備に向けた規定を置 くべきである。

【複合差別】

さらに、障害に基づく差別の問題において、被害を受けた人自身が

相談 した り、権利主張すること自体が困難であり、社会的に潜在化 し

ていることを考慮すると、啓発、相談、研修などの分野において、差

別の問題が考慮されるべき重要事項であることの確認がなされるべき

であり、なかでも、障害のある女性や子ども、重度障害のある人が複

合 した差別を受けているという視点は、基本法の規定する関連の施策

分野に及ばなければならない。

【実態の調査と事例収集】

これ らのためにも、国は、障害に基づく差別に該当するおそれのあ

る事例の収集、整理、及び提供を行い、実態を明らかにしたうえで障

害に基づ く差別を防止するための普及啓発を図るべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

法の下の平等のもとで障害に基づく差別が禁止されること。

差別の定義において、直接差別のみならず、間接差別も含むもの

-9,



とし、さらに合理的配慮を提供

かにすること。

しない場合も差別であることを明ら |

障害 に基 づ く差別 を禁止す る法制度 を整備す る こと。

障害者 にかかる啓発、相談、研修等の分野 において、差別問題、

特 に複 合差別 につ いての視点を踏 まえて施策が行われ ること。

口 差別の実態を明らかにし、その防止に向けた理解の普及啓発を図

るため、国は事例の収集、整理、及び提供を行 うこと。

(基本法改正 に当た つて政府 に求める意見 )

○ (P)             、

5)障害のある女性

(推 進会議の認識 )

日本が女性差別撤廃条約 を批准 して以降、同条約 の国内実施 におい |

ては、障害の ある女性 についても、政治的、経済 的、社会的、文化的、
|

市民的その他の いかなる分野においても、性 の違 いに基づ くあ らゆる |

差別を受けることな く、すべての人権_及 び基本的自由を享有すること

が求められている。

障害者は、障害のない人と比較 し、日常生活又は社会生活上多くの

社会的障壁に囲まれ、様々な領域で不利益な状態を強いられている。

なかでも、障害のある女性は障害のある男性 と比較 しても、例えば、

「仕事あり」の比率において、障害女性は、障害男性の約 3分 の 2で

ある。また、単身世帯での賃金、工賃、障害基礎年金、手当等も含む

収入を比較すると、障害女性の年収平均は、障害男性の年収平均の約

2分の 1で ご約 92万 円となつているなど、著 しく不利な立場に置か

れているとの調査結果も明らかにされている (*)1。

こうした複合差別の現状に対 して、現行の障害者施策は、障害のあ

る女性が置かれている差別的実態を問題にする視点が欠落 していると

言わざるを得ない。

以上を踏まえ、基本法には、男女共同参画社会基本法の趣旨も踏ま

え、次の観点を盛 り込むべきである。

1『 障害者生活実態調査』 (勝又幸子 。他 2008『 障害者の所得保障と自立支援背

策に関する調査研究 平成 17-19年 度調査報告書・平成 19年度総括研究報告書』

国立社会保障 。人 口問題研究所 )
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国及び地方公共団体は、障害のある女性が複合的な差別を受けて
|

いることを施策上の重要課題に位置付け、障害のある女性の完全な |

発展又は地位の向上等の確保に必要な措置を講ずること。

基本的施策において示される各領域の施策は、障害のある女性の |｀

1 権利を確保することを考え方の基本として踏まえつつ実施されるこ |

|と も  : ヽ      ´

(基本法改正 に当た つて政府 に求める意見 )

○ (P)

6)国 及び地方公共団体の責務

(推進会議の認識 )

【障害者の権利を保障するヽ責務】

国及び地方公共団体は、あらゆる人権の享有主体であるすべての障

害者が地域社会で自立 した生活を営むことができるよう、その権利を

保障する責務を有すると同時に、身体障害や知的障害が対象となる障

害者雇用義務や地方自治体の医療費助成制度などが精神障害には適用

されないなど障害種別間で福祉 口医療施策に制度的格差がある現状を

改める責務を有 している。障害者基本法の改正に当た り、この点を明

らかにするべきである。

【差別 を禁止す る措置 を取 る責務】

国及び地方公共団体は、障害に基づ くあ らゆる差別 を禁止す るため

の措置 を講ずる責務 を有 している。また、国及び地方公共団体は障害

者へ の合理的配慮義務 を有す ると同時に、事業者、企業、学校設置者

な ど合理的配慮 を行 うべ き者に対 し、財政 的、技術的な支援 を行 う責

務 を有 している。

【インクルニシブ社会の構築】

国及び地方公共団体はあらゆる差別や偏見をなくし、障害者の置

かれている状況についての国民の理解を広げ、障害のある人が障害

のない者と平等に地域社会で自立 した生活を営むことができるイン

クルニシブな社会を構築する責務を有 している。

以上 を踏 まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべ きである。    |
口 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会で自立した生活を営む

|

権利を保障 し、並びに障害者間の制度的格差をなくすための措置を
|
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1 講ずる責務を有すること。

1・ 国及び地方公共団体は、障害に基 づ あらゆる差別を禁■Lす るた

| めの措置を講ずる責務を有すること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

C) (P)

7)国民の理解 菫責務    ヽ

(推進会議の認識 )

【障害者を含むすべての人の責務】

「国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力す

るよう努めなければならない」との現行規定は、国民から障害者を切

り分け、障害者を一方的に保護するべき対象とみなしているとの誤解

を与えかねない。そこで、障害者も障害のない人も対等であるという

前提のもとに相互に協力するという観点に立って、現行の規定は改め

られるべきである。

【具体的な意識啓発】

インクルーシブな社会の構築には、障害者の人権や障害そのものに

ついて、障害者を含むすべての人の理解を得る必要があるが、そのた

めには、障害及び障害者の理解を促進する∵般的規定を設けるだけで

はな く、社会全体の意識向上に資する具体的な取組を規定するべきで

ある。そのために、例えば、障害者が社会参加することによって、社

会的役割を果た している積極的な具体例を収集 し、社会べ発信するこ

とで障害者の権利促進を図ることも必要である。

【事業者等の責務】

特に、雇用主である事業者、学校の設置者等が障害者の権利を理解、

促進する義務があることを明らかにすることが必要である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害者 を含むすべての人が、障害と障害者に関する理解の上で、

相互に権利を尊重する責務があることを確認するとともに、障害者

は保護されるべき対象であるとの誤解を受けかねない「障害者の福

祉の増進に協力するよう」との表現は避けること。      .

菫 事業者等の責務を明らかにすること。

(基本 法改正 に当た つて政府 に求める意見 )
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C) (P)

8)国 際的協調
:

(推進会議の認識 )

昭和 56(1981)年 の「国際障害者年」、昭和 57(1982)年 の「障害

者 に関す る世界行動計画」の実施 を求めた「国連障害者の十年」

(1983-1992)と いつた国際的な流れのもと、「完全参加と平等」「ノー

マライゼーション」といつた国際的理念を取 り入れ、国内に普及さる

よ う取 り組み を行 つてきたよ

この よ うな経緯 を踏 まえ、基本法において、今後 も、障害者の個 人

の尊厳の確保に向けた国際的な潮流 を踏まえ、国際的協調の もとで国

内施 策 を進めることを確認すべ きである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害者 の尊厳に資す る観点か ら国際的協調の もとで障害者施策が

進 め _ら れ ること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

9)障害者週間

(推進会議の認識 )

1 障害者週間 を設 ける

1展 開すべきであるが、

|て 考慮すべきである。

口 「障害者の福祉」 とい う現行規定の表現 は、障害者の権利条約 を

踏 まえて、再考すべ きであ り、例 えば、 「障害者の権利 と尊厳の確

保及 び促進」 とい う言葉に変えるべ きである。

・  「積極 的に参加する意欲 を高 める」 とい う現行規定の表現 は、個

人の意欲 の無 さに問題が あるかのよ うな書 き振 りであるので、 自由

意思であ らゆる分野の活動に参加できる環境の促進 とい う観点か ら

表現 を見直すべきである。

現行の障害者週間は国民への周知が少ない。効果的に事業 を展開

ことには大きな意義があり、今後とも精力的に

現状の障害者週間に関 しては、以下の点につい
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して、障害 (者 )を より多くの国民が理解する機会とすべきである。

例えば、障害者の文化あるいはスポーツの分野についてtさ らに力

を入れるべきである。

12月 3日 から 9日 までが現行の障害者週間であるが、障害者の権

利条約が国連で採択された 12月 i3日 を障害者週間に含めて、同条

約についての啓発という視点を取 り入れたものにすべきであるとの

意見もある。ただ、12月 3日 は国連が定めた国際障害者デーであり、

障害者の日であつた 12月 9日 は、国連で障害者の権利宣言が採択

された日であることもあり、これらを踏まえ、今後検討すべき課題

である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害者週間の目的を表わすにあたつて「障害者の福祉」や「積極

的に参加する意欲を高める」といつた表現をさけ、社会の在 り方の

問題を踏まえて、よリー層の社会参加を図るといつたことが理解で

きるような表現とすること。

(基本法改正 に当た って政府に求める意見 )

○ (P)

10)施 策の基本方針

(推進会議 の認識 )

施策の基本方針 を考 える前提 と して、 「第一次意見」の基本的考 え

方 と して示 され た。

①障害者が「権利の主体」としての社会の一員であること

②「差別」のない社会づくり

③「社会モデル」的観点からの新たな位置付け

④「地域生活」を可能とする支援

⑤「共生社会」の実現

を確認する必要があるとともに、改正が予定されている新たな「目

的」や「基本的理念」等との整合性を確保することが重要である。と

くに「社会モデル」的観点から新たな指針が示されるべきであり、障

害のある女性などに対する複合的差別による格差や障害種別による制

度的な格差に着目し、障害者の生活実態を踏まえること、さらに「地

域生活」を可能とする支援に向けた施策であることが、方針の基本的

な要素として組み込まれるべきである。
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以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

障害者に関する施策は、障害者の自立及び社会参加を困難にする

社会的な要因を除去する観点から、障害者の性別、年齢、障害の状

態及び生活の実態に応 じて、関係機関の効果的な連携のもとで、総

合的に策定され、実施されること。

・ 障害者に関する施策は、障害の種類や程度をベースとしながら

も、障害者の選択 した生活形態や環境において「社会モデル」的視

点から何が必要な支援であるかの判断がなされるべきであるとこ

ろ、障害種別の違いにより、支援が受けられないなどの制度的な格

差が生ずることのないよう実施される必要があるとともに、障害者

の選択 と自己決定 (支 援された自己決定を含む)が十分に尊重され、

障害者が地
′
域において、+1度 の谷間を生むことがなく切れ目のない

支援を受けながら自立 した地域生活を営むことができるよう配慮

されなければならないこと。

日 障害者に関する施策は、その施策の策定と実施のプロセスに可能

な限 り障害者その他の関係者が参画 して意見を述べ、当該意見が尊

重されること。

口 障害者 に関す る施策は、障害者の生活実態に関す る調査 を踏まえ

て策定 され実施 され ること。

(基本法改正 に当た つて政府 に求める意見 )

○ (P)

11)そ の他

(推進会議 の認識 )

【障害者基本計画等】

国及び地方公共団体は、障害者に関する施策を総合的かつ計画的に

推進することにより障害者基本法の目的を達成するため、障害者及び

関係者の参画を得て、障害者のための施策に関する基本的な計画を策

定するべきである。    1

【法制上の措置等】

国は、障害者基本法の目的を達成するために、差別禁止法制を含む

必要な法制上、及び財政上の措置を講ずるべきである。
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